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自転車のルールが変わります！

　道路交通法では自転車も、自動車やバイクと同じ

「車両」として扱われ、厳格なルールが設けられて

います。例えば、自転車で歩道を通行すると歩行者

とぶつかるおそれがあるため、車道の左側を通行す

ることが原則です。車道の右側通行は「逆走」にな

り、正面衝突や接触事故につながる危険性があるた

め違反となります。他にもスマートフォンを使用し

た「ながら運転」や「傘差し運転」は周囲の状況判断が

おろそかになり、事故を起こす危険性が高いことか

ら違反となります。

　２０２６年４月からは、１６歳以上の方を対象とした

交通反則通告制度が始まります。自転車でも交通違

反で、例えば「逆走」で交通反則告知書（通称、青切符）

が交付された場合は、反則金６，０００円を納付するこ

とになります。

より安全に・市もサポート

　自転車に乗るときはヘルメットの着用が努力義務

となっています。市ではヘルメットの着用調査を行

っていますが、直近の調査では着用率が約１４％と

まだまだ低い状況です。市内の店舗で自転車用ヘル

メットを購入した場合に最大２，０００円を市が補助

していますので、ぜひご利用ください。

　来年からの交通反則通告制度の開始に向けて、高

校生を対象に、自転車の交通ルールに関する授業の

実施やチラシ配布を、一宮警察署と連携して行って

います。交通ルールを守るのは「反則金があるから」

ではなく、「事故にあわない」「事故を起こさない」「命

を守る」ためです。高校生以外の方にも、この制度

を機に自転車の交通ルールを再確認していただくた

め、啓発活動に力を入れていきます。

より自転車を意識した道路空間へ

　２０１７年５月に自転車活用推進法が施行され、市

もまちづくりや道路計画において自転車の利用を意

識した政策に取り組んできました。

　自転車レーン（写真１）の整備や自転車利用ルール

の周知・啓発を柱とした「一宮市自転車ネットワーク

計画」に、観光・レジャー・健康などの分野の施策を

加えた「一宮市自転車活用推進計画」を２０１９年１２月

に策定しています。

　自転車レーンは、自転車の利用者が特に多いエリ

ア（おおむね一宮駅を中心とした半径約２㎞の範囲）

の整備を優先的に進めています。整備を実施した区

間のうち、検証を行った３路線では自転車関連の事

故が発生していないことが確認できており、着実に

成果が見え始めています。

　自転車が歩道を通行できるのは、「普通自転車歩

道通行可」の標識（写真２）がある場合や、運転者が

１３歳未満または７０歳以上の方、身体の不自由な方

である場合、安全を確保するためにやむを得ない場

合などに限られています。原則は車道の通行となる

ため、今後も自転車レーンの整備に取り組んでいき

ます。

　現在、市では自転車活用推進計画の改定に向けた

検討作業を進めています。自転車レーンの整備を継

続することはもちろん、まちづくりとして公共交通

との連携の強化や、木曽川河川敷サイクリングロー

ドのさらなる活用に加え、市営の駐輪場に設置した

防犯カメラで盗難を発

生しにくくするなど、

これからも市民の皆さ

まが安全・安心に自転

車を利用できる環境づ

くりを目指してまいり

ます。
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